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公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正
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公認スノーボード指導者検定基準及び実施要領

１

　

公認スノーボード指導員検定基準
１． 公認スノーボード指導者検定規程第８条に基づき、公認
スノーボード指導員検定基準及び実施要領を次のとおり定め
る。
（１）検定内容
検定内容は、実技種目と理論とする。
①実技種目は、次のとおりとする。
（実践種目）
０フリーラン（急斜面）
○フリーラン（中急斜面）
○フリーラン（緩斜面）
（指導種目）
○ミドルターン（中斜面）
○ショートターン（中斜面）
○トラバース～スピン（緩斜面）

②理論
理論の出題範囲は、 ＴＯＴＡＬＳＮＯＷＢＯＡＲｎＩＮＧ

（ＳＡＴスノ ド

　

ー・
●●、 、日本スキー教程安全編、塾宜

本部オフィシャルブック、資格検定受検者のために、規約・

規程とする。
（２）養成講習
①養成講習は、集合講習１２時間、自主学習６時間、加盟団体

が実施する。
○基礎理論４時間（集合講習３時間、自主学習１時間）

○指導実習２時間（集合講習１時間、自主学習１時間）
○実技実習１２時間（集合講習８時間、自主学習４時間）
②講師は、教育本部専門委員、スキー技術員、スノーボード

技術員、スキーパトロール技術員等とする。
（３）採点基準
① 実技種目は、検定員３名の評価の平均値を当該種目の取得
ポイントとする。ただし、ポイントは、少数点第１位を四捨

五入とする。
② １種目当たり、１００ポイントとし、 ６種目の評価の合計が
４８０ポイント以上を合格とする。ただし、実技種目の合計が

４８０ポイント以上であっても、 ６種目中５種目が８０ポイント

以上でなければならない。
⑧ 理論は、１００点満点とし、６０点以上をもって合格とする。
④ 養成講習の修了は、実施団体が発行する養成講習修了報
告書または所属加盟団体の証明書により確認する。
⑤ 総合判定は、実技・理論の合格をもって合格とする。

ロ

　

公認スノーボード準指導員検定基準
２， 公認スノーボード指導者検定規程第２０条に基づき、スノ
ーボード準指導員検定基準及び実施要領を次のとおり定め

る。
（１）検定内容
検定内容は、実技種目と理論とする。
①実技種目は、次のとおりとする。
（実践種目）
○ミドルターン（中急斜面）
○ショートターン（中急斜面）
○フリーラン（中急斜面）
（指導種目）
○ミドルターン（緩中斜面）
○スイングｔｏスイング（緩中斜面）
○トラバースージャンプ（緩斜面）
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公認スノーボード指導者検定基準及び実施要領

１

　

公認スノーボード指導員検定基準
１．公認スノーボード指導者検定規程第８条に基づき、公認

スノーボード指導員検定基準及び実施要領を次のとおり定め
る。
（１）検定内容
検定内容は、実技種目と理論とする。
①実技種目は、次のとおりとする。
（実践種目）
○フリーラン（急斜面）
○フリーラン（中急斜面）
○フリーラン（緩斜面）
（指導種目）
○ミドルターン（中斜面）
○ショートターン（中斜面）
○トラバース～スピン（緩斜面）
②理論
理論の出題範囲は、日本スノーボード教程、日本スキー教程

安全編、熱
▲●

　

▲“－－鑓′・ンドプック、 資格検定受検者の

ために、規約・規程とする。
（２）養成講習
①養成講習は、集合講習１２時間、自主学習６時間、加盟団体
が実施する。
○基礎理論４時間（集合講習３時間、自主学習１時間）

○指導実習２時間（集合講習１時間、自主学習１時間）
○実技実習１２時間（集合講習８時間、自主学習４時間）
②講師は、教育本部専門委員、スキー技術員、スノーボード
技術員、 スキーパトロー／
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（３）採点基準
① 実技種目は、検定員３名の評価の平均値を当該種目の取得
ポイントとする。ただし、ポイントは、少数点第１位を四捨
五入とする。
② 袋柿種目は、 １種目当たり、１００ポイントとし、 ６種目の
評価の合計が４８０ポイント以上を合格とする。ただし、実技

種目の合計が４８０ポイント以上であっても、６種目中５種目
が８０ポイント以上でなければならない。
③ 理論は、１００点満点とし、６０点以上をもって合格とする。
④ 養成講習の修了は、実施団体が発行する養成講習修了報
告書または所属加盟団体の証明書により確認する。
⑤ 総合判定は、実技・理論の合格をもって合格とする。

□

　

公認スノーボード準指導員検定基準
２，公認スノーボード指導者検定規程第２０条に基づき、スノ
ーボード準指導員検定基準及び実施要領を次のとおり定め
る。
（１）検定内容
検定内容は、実技種目と理論とする。
①実技種目は、次のとおりとする。
（実践種目）
○ミドルターン（中急斜面）
○ショートターン（中急斜面）
○フリーラン（中急斜面）
（指導種目）



教育本部

②理論
理論の出題範囲は、 ＴＯＴＡＬＳＮＯＷＢＯＡＲＤＩＮＧ

（ＳＡＪスノーボード教程）、日本スキー教程安全編、塾宣

，【，々ノイシャルブック‐ 省格検定受検者の
＊胎にとする。

（２）養成講習
①養成講習は、集合講習１２時間、自主学習６時間、加盟団体
が実施する。
○基礎理論４時間（集合講習３時間、自主学習１時間）
○指導実習２時間（集合講習１時間、自主学習１時間）
○実技実習１２時間（集合講習８時間、自主学習４時間）
②講師は、教育本部専門委員、スキー技術員、スノーボード
技術員、スキーパトロール柿術員等とする。
③養成講習を末修了の受検者が、他の加盟団体へ移籍した場
合、受け入れ先の加盟団体は、当該年度の養成講習を継続す
る。
（３）採点基準
① 実技種目は、検定員３名の評価とし、３名の平均値を当
該種目の取得ポイントとする。 ただし、ポイントは、少数点
第１位を四捨五入とする。
② １種目当たり、１００ポイントとし、６種目の評価の合計が
４５０ポイント以上を合格とする。ただし、実技種目の合計が
４５０ポイント以上であっても、６種目中５種目が７５ポイント以

上でなければならない。
③ 理論は、１００点満点とし、６０点以上をもって合格とする。
④ 養成講習の修了は、実施団体が発行する養成講習修了報
・↓；浮け”，

　　　

，

　

ー．一γより確認する。
⑥ 総合判定は、同一年度内において、実技・理論の合格を
もって合格とする。
３．この基準及び実施要領の改廃は、教育本部理事会の議決
による。

平成１０年１０月５日

　

制定
平成１２年９月２０日

　

改正

平成１４年６月２８日

　

改正

平成１５年６月２７日

　

改正

平成２１年９月１８日

　

改正

平成２３年９月２０日

　

改正

平成２９年７月１５日

　

改正

平成３０年１２月１３日

　

改正

令和２年１１月６日

　

改正

○ミドルターン（緩中斜面）
○スイングｔｏスイング（緩中斜面）
○トラバース～ジャンプ（緩斜面）
②理論
理論の出題範囲は、日本スノーボード教程

　

日本スキー教程
安全編、教育イー－ずｒ′

　　

ハンドブック、資格徐にヌ倹有の
ために、規約・規程とする。
（２）養成講習
①養成講習は、集合講習１２時間、自主学習６時間、加盟団体
が実施する。
○基礎理論４時間（集合講習３時間、自主学習１時間）
○指導実習２時間（集合講習１時間、自主学習１時間）
○実技実習１２時間（集合講習８時間、自主学習４時間）
②講師は、教育本部専門委員、スキー技術員、スノーボード
技術員、 スキーバトローノ’仇…只、 ＴＥ

　　　　

，良が殆；≧ど

めた者とする。
③養成講習を未修了の受検者が、他の加盟団体へ移籍した場
合、受け入れ先の加盟団体は、当該年度の養成講習を継続す
る。
（３）採点基準
① 実技種目は、検定員３名の評価とし、３名の平均値を当
該種目の取得ポイントとする。ただし、ポイントは、少数点
第１位を四捨五入とする。
② 吏仕ぼ日は、 １種目当たり、１００ポイントとし、 ６種目の
評価の合計が４５０ポイント以上を合格とする。ただし、実技
種目の合計が４５０ポイント以上であっても、６種目中５種目が
７５ポイント以上でなければならない。
③ 理論は、１００点満点とし、６０点以上をもって合格とする。
④ 養成講習の修了は、実施団体が発行する養成講習修了報
告書または所属加盟団体の証明書により確認する。
⑤ 総合判定は、同一年度内において、実技・理論の合格を
もって合格とする。
３．この基準及び実施要領の改廃は、教育本部理事会の議決
による。

平成１０年１０月５日

　

制定
平成１２年９月２０日

　

改正

平成１４年６月２８日

　

改正

平成１５年６月２７日

　

改正

平成２１年９月１８日

　

改正

平成２３年９月２０日

　

改正

平成２９年７月１５日

　

改正

平成３０年１２月１３日

　

改正

令和２年１１月６日

　

改正
令和４年 ７月５日

　

特正

「ＴＯＴＡＬＳＮＯＷＢ

ＯＡＲＤＩＮＧ （ＳＡＪ

スノーボード教程）」 を出
版物の種類に変更

教育本部オフィシャルブ

ック」 を「教育本部研修
課題ハンドブック」 に変
更

理論範囲に 「規約・規
程」を追加

「等」を削り明確に表現

文言追加

公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正
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公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正

令和４年 （２０２２年）７月６日改正

新旧対照表

現

　

行 改

　

正 備

　

考

　　　　　　　　　　　

５６２

　　　　　

公認スノーボード検定員規程

（目

　　

的）

第１条

　

この規程は、公認スノーボード指導者規程第４条に

基づき、公認スノーボード検定員（以下「検定員」という。）

に関し必要な事項を定める。
（任

　　

務）

第２条

　

検定員は、現在有効なスノーボード指導者資格を有

　

し、 スノーボード普及・発展の基幹となる人材であること

を認識し、厳正公平なる判定によって、検定会及びスノー

ボードバッジテストを円滑に運営し、その権威を保持する

よう心掛けなければならない‐
（検定員の種類）

第３条

　

検定員は、Ａ級、Ｂ級、Ｃ級の３種類とし、以下の

　

とおりとする。
公認スノーボードＡ級検定員（以下「Ａ級検定員」という。）

公認スノ←ボードＢ級検定員（以下「Ｂ級検定員」という。）

公認スノーボードＣ級検定員（以下「Ｃ級検定員」という。）

（検定の範囲）

第４条

　

Ａ・Ｂ・Ｃ級検定員が、各々検定できる範囲は、次

の各号に掲げるとおりとする。
（１）Ａ級検定員

①

　

スノーボード指導員検定会（養成講習会の講師を含む）

②

　

スノーボード準指導員検定会 （養成講習会の講師を含

む）

③

　

スノーボードバッジテスト（事前講習の講師を含む）

④

　

スノーボードＡ級検定員検定会

⑤

　

スノーボードＢ級検定員検定会

⑥

　

スノーボードＣ級検定員検定会

（２）Ｂ級検定員

①

　

スノーボード準指導員検定会（養成講習会の講師を含

む）

②

　

スノーボードバッジテスト（事前講習の講師を含む）

③

　

スノーボードＢ級検定員検定会

④

　

スノーボードＣ級検定員検定会

（３）Ｃ級検定員

　

①

　

スノーボードバッジテスト（事前講習の講師を含む）

（実

　　

施）

第５条

　

スノーボードＡ級検定員検定会は、本連盟の主催・

主管で行う。
２

　

スノーボードＢ級検定員検定会及びスノーボードＣ級検

　

定員検定会は、本連盟が主催し、加盟団体の主管で行う。
（公

　　

認）

第６条

　

Ａ級検定員は、本連盟において検定を行い、合格し

た者を公認、する。
２

　

Ｂ及びＣ級検定員は、加盟団体の開催するＡ級検定に準

　

ずる検定において合格した者を公認する。

　　　　　　　　　　　

５６２

　　　　

公認スノーボード検定員規程

（目

　　

的）

第１条

　

この規程は、公認スノーボード指導者規程第４条に

基づき、公認スノーボード検定員（以下「検定員」という。）

に関し必要な事項を定める。
（任

　　

務）

第２条

　

検定員は、現在有効なスノーボード指導者資格を有

　

し、 スノーボー ド普及・発展の基幹となる人材であるこ
と

を認識し、厳正公平なる判定によって、検定会及びスノー

ボードバッジテストを円滑に運営し、その権威を保持する

　

よう心掛けなければならない。
（検定員の種類）

第３条

　

検定員は、Ａ級、Ｂ級、Ｃ級の３種類とし、以下のと

おりとする。

公認スノーボードＡ級検定員（以下「Ａ級検定員」という。）

公認スノーボードＢ級検定員（以下「Ｂ級検定員」という。）

公認スノーボードＣ級検定員（以下「Ｃ級検定員」という。）

（検定の範囲）

第４条

　

Ａ・Ｂ・Ｃ級検定員が、各々検定できる範囲は、次の

各号に掲げるとおりとする。
（１）Ａ級検定員

①

　

スノーボード指導員検定会（養成講習会の講師を含む）

②

　

スノーボード準指導員検定会 （養成講習会の講師を含

む）

③

　

スノーボードバッジテスト（事前講習の講師を含む）

④

　

スノーボードＡ級検定員検定会

⑤

　

スノーボードＢ級検定員検定会

⑥

　

スノーボードＣ級検定員検定会

（２）Ｂ級検定員

①

　

スノーボ←ド準指導員検定会 （養成講習会の講師を含

む）

②

　

スノーボードバッジテスト（事前講習の講師を含む）

③

　

スノーボードＢ級検定員検定会

④

　

スノーボードＣ級検定員検定会

（３）Ｃ級検定員

①

　

スノーボードバッジテスト （÷

　　

－

　

…．．をｉ３も）

（実

　　

施）

第５条

　

スノーボードＡ級検定員検定会は、本連盟の主催・主

管で行う。
２

　

スノーボードＢ級検定員検定会及びスノーボードＣ級検

　

定員検定会は、本連盟が主催し、加盟団体の主管で行う。
（公

　　

認）

第６条

　

Ａ級検定員は、本連盟において検定を行い、合格した

者を公認する。
２

　

Ｂ及びＣ級検定員は、加盟団体の開催するＡ級検定に準

　

ずる検定において合格した者を公認する。
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（有効期間）

第７条

　

資格の有効期間は、合格年度及び更新年度から２年

間とする。
２

　

この場合の年度とは、本連盟の定款第６条に定められた

事業年度８月１日から翌年７月３１日までをいう。
（資格の継続）

第８条

　

検定員は、検定員の任務を完遂するため、資格有効

期限内に、スノーボード検定員クリニックを最低２年に１

回受講し、修了しなければならない。ただし、次の各号に

掲げる一つに該当する者は、当該資格有効期間中のスノー

　

ボード検定員クリニックを修了したものとみなす。
（１）Ａ・Ｂ各級のスノーボード検定員検定を受検し、不合

格となった者。
（２）スノーボード中央研修会、スノーボード技術員研修会、

　

スノーボード指導員検定会、スノーボードＡ級検定員検定

会、 トータルスノーボ」ディングフェスティバルの役員と

　

して参加し、教育本部理事会が特に認めた役員又は講師。
（３）本連盟特定行事としてのスノーボード中央研修会、ス

　

ノーボ」ド技術員研修会の修了者。
（４）加盟団体が実施する行事のうち、次に掲げる行事の役

員として参加し、当該加盟団体からスノーボード検定員ク

　

リニック修了扱いとして申請があった者。
①

　

スノーボード指導者研修会

②

　

スノーボード検定員クリニック

③

　

スノーボード準指導員検定会

④

　

スノーボードＢ級検定員検定会

⑤

　

スノーボードＣ級検定員検定会

（資格の停止）

第９条

　

検定員が、スノーボード検定員クリニックを２年続

　

けて末修了の場合は、検定員の資格を停止する。
（活動の停止）

第１０条

　

スノーボード指導者資格が停止している場合、又は

スノーボード指導者資格を喪失している場合や、スノーボ

ード検定員資格が停止している場合は、検定員として活動

　

ができない。

（資格停止の解除）

第１１条

　

検定員資格の停止解除は、スノーボード検定員クリ

ニックの修了をもって資格の停止を解除できる。
（資格の喪失）

第１２条

　

検定員で、次に掲げる各号の一つに該当する者は、
理事会の決定により、検定員の資格を喪失する。
（１）本連盟会員登録規程第４条の規定により、会員の資格

を喪失したとき。
（２）本連盟の規約に違反し、検定員としての体面を汚すよ

　

うな行為があったとき。
（３）資格の年次登録料を納期までに納入しないとき。
（４）スノーボード指導員及びスノーボ←ド準指導員の資格

を喪失したとき。
（クリニック）

第１３条

　

スノーボード検定員クリニックは、資質の向上及び

資格の継続のため、別に定める公認スノーボード検定員ク

　

リニック開催基準要項に示された内容により実施する。
（検定会場）
第１４条

　

スノーボードＡ級検定員検定会は、スノーボード指

導員検定会において実施することを原則とする。

（有効期間）

第７条

　

資格の有効期間は、合格年度及び更新年度から２年間

とする。
２

　

この場合の年度とは、本連盟の定款第６条に定められた

事業年度８月１日から翌年７月３１日までをいう。
（資格の継続）

第８条

　

検定員は、検定員の任務を完遂するため、資格有効期

限内に、スノーボード検定員クリニックを最低２年に１回

受講し、修了しなければならない。ただし、次の各号に掲

げる一つに該当する者は、当該資格有効期間中のスノーボ

ード検定員クリニックを修了したものとみなす。
（１）Ａ・Ｂ各級のスノーボード検定員検定を受検し、不合

格となった者。
（２）スノーボード中央研修会、スノーボード技術員研修会、
スノーボード指導員検定会、スノーボードＡ級検定員検定

会、トータルスノーボーデイングフェスティバルの役員と

　

して参加し、教育本部理事会が特に認めた役員又は講師。
（３）本連盟特定行事としてのスノーボード中央研修会、ス

　

ノーボード技．術員研修会の修了者。
（４）加盟団体が実施する行事のうち、次に掲げる行事の役

員として参加し、当該加盟団体からスノーボード検定員ク

　

リニック修了扱いとして申請があった者。
①

　

スノーボード指導者研修会

②

　

スノーボー ド検定員クリニック

③

　

スノーボード準指導員検定会

④

　

スノーボードＢ級検定員検定会

⑤

　

スノーボードＣ級検定員検定会

（資格の停止）

第９条

　

検定員が、スノーボード検定員クリニックを２年続け

て未修了の場合は、検定員の資格を停止する。
（活動の停止）

第１０条

　

スノーボード指導者資格が停止している場合、又はス

　

ノーボード指導者資格を喪失している場合や、スノーボー

　

ド検定員資格が停止している場合は、検定員として活動が

できない。

（資格停止の解除）

第１１条

　

検定員資格の停止解除は、スノーボード検定員クリ

ニックの修了をもって資格の停止を解除できる。
（資格の喪失）

第１２条

　

検定員で、次に掲げる各号の一つに該当する者は、理

事会の決定により、検定員の資格を喪失する。
（１）本連盟会員登録規程第４条の規定により、会員の資格

を喪失したとき。
（２）本連盟の規約に違反し、検定員としての体面を汚すよ

　

うな行為があったとき。
（３）資格の年次登録料を納期までに納入しないとき。
（４）スノーボード指導員及びスノーボード準指導員の資格

を喪失したとき。
（クリニック）

第１３条

　

スノーボード検定員クリニックは、資質の向上及び資

格の継続のため、別に定める公認スノーボード検定員クリ

　

ニック開催基準要項に示された内容により実施する。
（検定会場）

第１４条

　

スノーボードＡ級検定員検定会は、スノーボード指導

　

員検定会において実施することを原貝１ｉとする。
２

　

スノーボードＢ無給，土昌脇舟会は、 スノーボ

　

ド油槽尊
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．”仙－．^

　

」人において夫地；ることを頃貝１ｉとする。

３

　

スノーボードＢ・Ｃ級検定員検定会は、主管加盟団体が

　

公示し、実施要領により行う。
（申

　　

請）

第１５条

　

スノーボードＢ・Ｃ級検定員検定会を主管する加盟

　

団体は、１０月末日までに開催日程・会場及び立会予定責任

　

者並びに主任検定員を本連盟会員登録システムから申請

　

し、承認を受けなければならない。また、開催日程、会場

　

及び立会予定責任者並びに主任検定員の変更、事業の中止

　

等が生じた場合は、可及的速やかに変更届、 中止届を本連

　

盟に提出しなければならない。
（検

　

定

　

員）

第１６条

　

Ａ級検定員検定会は、本連盟教育本部長から委嘱さ

　

れたＡ級検定員がこれにあたる。検定員数は、受検者の数

　

に応じて定める。

２

　

Ｂ級検定員検定会は、主管加盟団体長から委嘱されたＡ

　

級又はＢ級検定員がこれにあたる。
３

　

Ｃ級検定員検定会は、主管加盟団体長から委嘱されたＡ

　

級又はＢ級検定員がこれにあたる。
（受検資格）

第１７条

　

スノーボード指導員はＡ・Ｂ・Ｃ級を、 スノーボー

　

ド準指導員はＣ級を受検することができる。ただし、Ａ級

　

を受検する者はＢ級の資格を、Ｂ級を受検する者はＣ級の

　

資格を有していなければならない。また、受検にあたって

　

は、有効なスノーボード指導者資格、検定員資格を保有し

　

ていなければならず、資格が停止又は資格を喪失している

　

場合は認められない。
２

　

Ａ級を受検する者は、Ｂ級取得の翌年から停止期間を除

　

き５年を経過し、 かつ、 検定 （スノーボードバッジテスト

　

を含む） を３回以上行い、合格証等によって証明された者

　

でなければならない。 ただし、 スノーボードデモンストレ

　

ーター選考会においてナショナルスノーボードデモンスト

　

レーター又はＳＡＪスノーボードデモンストレーターに認、

　

定された者については、この限りではない。
３

　

特別な事情がある場合、加盟団体長の推薦により本連盟

　

が特に認めた者は、受検することができる。
４

　

スノーボード指導員並びにスノーボード準指導員に合格

　

した年度を含め、受検することができる。
５

　

Ｂ・Ｃ級検定員検定会の年度内の受検回数は制限しない。
（受検手続）

第１８条

　

Ｂ級及びＣ級検定員検定会を他の加盟団体に委託し

　

たときは、 委託した加盟団体は、委託先の加盟団体に、所

　

属会員の受検の受け入れを依頼し、あらかじめ承諾を得て

　

おくものとする。
（検定の内容）

第１９条

　

検定は、次の各号に掲げる実技及び理論を行う。
（１）実技は、次の要領で行い、合格基準は、基準点に対して、

　

合・否の適中率が７０％以上であり、基準ポイントに対する

　

ポイント差が±３ポイント以内とした適中率が８０％以上

　

であることをもって合格とする。

　

①

　

採点は、対象者２０名を限度とし、実際の検定会で実施

することを原則とする。

　

②

　

実技検定種目は、３種目実施を原則とする。
（２）理論は、日本スノーボード教程、教育本部オフィシャルブ

　

ック、資格検定受検者のために及び規約・規程等検定に必

　

要な事項を内容として行い、合格基準は満点に対して、

を定会において実施することを原則ーとする

ニノーボー ド 甥捻宗昌檎定△’＋、スノーボード準指導

スノーボードＣ級検定員検

定会場にスノーボードバッ

ジテストを追加

　

呂義’ニスはスノ

　

ボードバッジテストｒヤいて実施ラる

　

ことを原則とする。
４

　

スノーボードＢ・Ｃ級検定員検定会は、主管加盟団体が

公示し、実施要領により行う。
（申

　　

請）

第１５条

　

スノーボードＢ・Ｃ級検定員検定会を主管する加盟団

体は、１０月末日までに開催日程・会場及び立会予定責任者

並びに主任検定員を本連盟会員登録システムから申請し、
承認を受けなければならない。また、開催日程、会場及び

立会予定責任者並びに主任検定員の変更、事業の中止等が

生じた場合は、可及的速やかに変更届、中止届を本連盟に

提出しなければならない。
（検

　

定

　

員）

第１６条

　

Ａ級検定員検定会は、本連盟教育本部長から委嘱され

たＡ級検定員がこれにあたる。検定員数は、受検者の数に

応じて定める。

２

　

Ｂ級検定員検定会は、主管加盟団体長から委嘱されたＡ

級又はＢ級検定員がこれにあたる。
３

　

Ｃ級検定員検定会は、主管加盟団体長から委嘱されたＡ

級又はＢ級検定員がこれにあたる。
（受検資格）
第１７条

　

スノーボード指導員はＡ・Ｂ・Ｃ級を、スノーボード

準指導員はＣ級を受検することができる。ただし、Ａ級を

受検する者はＢ級の資格を、Ｂ級を受検する者はＣ級の資

格を有していなければならない。また、受検にあたっては、
有効なスノーボード指導者資格、検定員資格を保有してい

なければならず、資格が停止又は資格を喪失している場合

は認められない。
２

　

Ａ級を受検する者は、Ｂ級取得の翌年から停止期間を除

き５年を経過し、 かつ、 検定 （スノーボードバッジテスト

を含む）を３回以上行い、合格証等によって証明された者

でなければならない。 ただし、 スノーボードデモンストレ

ーター選考会においてナショナルスノーボードデモンスト

　

レ←夕－又はＳＡＩスノーボードデモンストレーターに認、

定された者については、この限りではない。
３

　

特別な事情がある場合、加盟団体長の推薦により本連盟

が特に認めた者は、受検することができる。
４

　

スノーボード指導員並びにスノーボード準指導員に合格

　

した年度を含め、受検することができる。
５

　

Ｂ・Ｃ級検定員検定会の年度内の受検回数は制限しない。
（受検手続）

第１８条

　

Ｂ級及びＣ級検定員検定会を他の加盟団体に委託し

たときは、委託した加盟団体は、委託先の加盟団体に、所

属会員の受検の受け入れを依頼し、あらかじめ承諾を得て

おくものとする。
（検定の内容）

第１９条

　

検定は、次の各号に掲げる実技及び理論を行う。

（１）実技は、次の要領で行い、合格基準は、基準点に対して、

合・否の適中率が７０％以上であり、基準ポイントに対するポ

イント差が±３ポイント以内とした適中率が８０％以上である

ことをもって合格とする。
①

　

採点は、対象者２０名を限度とし、実際の検定会で実施す

ることを原則とする。
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②

　

実技検定種目は、 ３種目実施を原則とする。

　

６０％以上をもって合格とする。
（合格者の手続）

第２０条

　

合格者は、検定会合格日に合格証が付与され、示さ

れた期日までに、各種公認・登録料金一覧表に定める公認

料・年次登録料及びバッジ代を、本連盟会員登録システム

で決済することにより資格が認定される。また、次年度か

らの年次登録料は、他の登録料等と同時に納める。
（結果報告）
第２１条

　

スノーボードＡ級検定員検定会の主任検定員は、検

定会実施の結果を速やかに検定委員長と本連盟に報告し、
出席・合否結果を、事業終了後２週間以内に、所定の様式

により本連盟に提出する。
２

　

スノーボードＢ・Ｃ級検定員検定会の主任検定員は、検

定会実施の結果を、検定責任者を経て、主管加盟団体長に

報告する。
３

　

スノーボードＢ・Ｃ級検定員検定会の主管加盟団体の報

告責任者は、事業終了後３週間以内に、本連盟会員登録シ

ステムで、出席・合否登録を行う。
（規程の改廃）

第２２条

　

この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。
（内

　　

規）

第２３条

　

制度成立期間における本規約の取り扱いについて

は、別途、内規を設ける。

附

　

則

　　　　

この規程は、 令和 ３年 １１月 １日から施行する。

令和３年９月２７日

　

制定

②

　

実技検定種目は、３種目実施を原則とする。

（２）理論は、日本スノーボード教程、教育＝，

　

′」ａ田日も、ンド

ブック、資格検定受検者のために及び規約・規程等検定に必

要な事項を内容として行い、合格基準は満点に対して、６０％

以上をもって合格とする。
（合格者の手続）

第２０条

　

合格者は、検定会合格日に合格証が付与され、示され

た期日までに、各種公認・登録料金一覧表に定める公認料・

年次登録料及びバッジ代を、本連盟会員登録システムで決

済することにより資格が認定される。また、次年度からの

年次登録料は、他の登録料等と同時に納める。
（結果報告）

第２１条

　

スノーボードＡ級検定員検定会の主任検定員は、検定

会実施の結果を速やかに検定委員長と本連盟に報告し、出

席・合否結果を、事業終了後２週間以内に、所定の様式に

　

より本連盟に提出する。
２

　

スノーボードＢ・Ｃ級検定員検定会の主任検定員は、検

定会実施の結果を、検定責任者を経て、主管加盟団体長に

報告する。
３

　

スノーボードＢ・Ｃ級検定員検定会の主管加盟団体の報

告責任者は、事業終了後３週間以内に、本連盟会員登録シ

ステムで、出席・合否登録を行う。
（規程の改廃）

第２２条

　

この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。
（内

　　

規）

第２３条

　

制度成立期間における本規約の取り扱いについては、
別途、内規を設ける。

附

　

則

　　　　

この規程は、 令和 ３年 １１月１日から施行する。

令和３年 ９月２７日

　

制定

令和４年 ７月

　

５日

　

改正

「教育本部オフィシャルブ

ック」を「教育本部研修課

題ハンドブック」 に変更


